
 
第 1 回 川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会 

 
日時：平成 25 年 1 月 31 日（木） 

午後 1 時 30 分～ 
場所：中央公民館 仮設第 2 会議室 

 
次第 

 
1 開会 
 
2 委嘱状交付 
 
3 町長挨拶 
 
4 委員紹介 
 
5 委員長・副委員長選出 
 
6 議事 
（1）報告 
  報告事項 1 川俣町中心市街地活性化基本計画の策定について 
 
  報告事項 2 企画提案方式による業務支援コンサルタントの選定について 
 
（2）その他 
 
7  その他 

 
8 閉会 
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「川俣町中心市街地活性化基本計画」策定方針 
 

平成 25年 1月 15日 
川俣町 

1 計画策定の趣旨 
  本町では、平成 13年 3月に「川俣町中心市街地整備改善活性化基本計画」を策定し、8つ

のゾーン（文教厚生、コミュニティ・行政、福祉、住居、商業、交流、河川景観保全公園、

都市公園）において、公共施設のバリアフリー化、空き店舗対策、まちなか駐車場の確保、

交流拠点施設の整備、TMO 活動の支援、道路網の整備、公営住宅の確保、学校給食の導入、

河川景観の保全などの事業に取り組み、商業活性化や市街地の整備改善に努めてきた。 
しかし、消費者ニーズの多様化、自家用車や運転免許の保有率の高止まりとともに商業施

設の郊外立地など市街地の拡大が進み、中心商店街では歩行者数や販売額が減少する一途で

あった。 
そのような中、平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災は、家屋や商業施設等の損壊

など甚大な被害をもたらし、中心市街地の中核的商業施設は営業停止に追い込まれた。加え

て、福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散により地場産品が敬遠されるなど、風評被害

は中心商店街にも深刻な影響を及ぼしている。 
こうした複合的な要因により、中心商店街の現状は空き店舗が目立つほか、居住人口の減

少も見られ、中心市街地の空洞化に歯止めがかからない状況にある。 
  その一方、放射性物質の除染が全町的に本格化していく中で、作業員の宿舎仮設や食料・

生活物資等の購入により、中心市街地の土地利用や購買力は大きく影響を受け始めている。

また、不便な仮設住宅での避難生活は心身への負担が大きく、避難生活を余儀なくされてい

る山木屋地区住民の災害公営住宅の確保や地域コミュニティ維持などの生活支援対策も重要

性を増しており、放射能被害対策において、中心市街地が果たすべき役割の検討も必要とな

っている。 
  このような状況から、今後の本町の中心市街地の活性化に向けて、これまでの取り組みを

検証しつつ、中心市街地が抱える課題を明らかにするとともに、放射能被害からの復興や少

子高齢社会などを見据えたまちづくりを展望し、中心市街地活性化に関する施策や事業を総

合的かつ計画的に実行する計画を策定する。 
 
 
2 計画期間 

概ね 10年後のまちの姿を展望し、5年間の実行計画とする。 
 
 
3 計画の位置付け 
  第 5次川俣町振興計画、川俣町復興計画を基礎とする。また、川俣町中心市街地整備改善

活性化基本計画（前計画）の成果の検証を踏まえるとともに、川俣町都市マスタープランと

の整合を図る。 
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【計画の関係イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 計画の策定体制 
  川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱（平成 11年 9月 13日訓令第 20号）

に基づき、「川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会」、「川俣町中心市街地活性化基本計

画策定本部会議」及び「川俣町中心市街地活性化基本計画策定ワーキンググループ」を設置

し、相互連携の下、計画を策定する。 
  また、川俣町商工会、まちづくり川俣、事業者、地域住民等との連携を強化し、意見等を

計画に反映する。 
  なお、策定作業を円滑に進めるため、コンサルタントを活用する。 
 
【役割】 
●川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会 

   民間委員等により構成し、計画を総合的に検討・協議し、計画を策定する。 
●川俣町中心市街地活性化基本計画策定本部会議 

各課長等により構成し、ワーキンググループで調査・検討した計画策定に必要な事項

について、原案を協議・確認する。 
●川俣町中心市街地活性化基本計画策定ワーキンググループ 

   各課係長等及び商工業者等により組織し、計画策定に必要な事項について、データ収

集・整理、具体的な施策の検討・整理、関係機関との協議等を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5次川俣町振興計画 

（平成 22年 9月策定） 

川俣町復興計画 

（第 1次：平成 24年 3月策定） 

川俣町中心市街地活性化基本計画 

川俣町都市マスタープラン 

（平成 10年 3月策定） 

基礎 

整合 

前計画 検証 
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【計画の策定体制イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 計画策定の流れ（見込み） 
（1）策定体制の整備 
  ・川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会の設置 

・川俣町中心市街地活性化基本計画策定本部会議の設置 
・川俣町中心市街地活性化基本計画策定ワーキンググループの設置 

  ・策定業務支援コンサルタントの選定 
（2）前計画の成果検証 
  ・前事業計画の達成状況、未達成原因の整理・分析 
（3）必要なデータの収集・整理・分析 
  ・人口動態、産業状況、土地利用状況等の整理・分析 
（4）基本的な方針の検討・整理 
  ・中心市街地の将来ビジョンの整理 
（5）具体的な施策、事業（案）の整理・検討 
  ・既存事業、施策の整理、新規事業の検討 
  ・事業推進に関する補助制度等の検討・協議 
（6）川俣町商工会、まちづくり川俣、事業者、地域住民との協議 
  ・具体的な施策、事業（案）に対する意見調整・合意形成 

川俣町中心市街地活性化基本計画 

川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会（民間委員等） 

川俣町中心市街地活性化基本計画策定 
ワーキンググループ 

（各課係長等及び商工業者等） 

事務局 

川俣町商工会 

事業者 

地域住民 

 

川俣町中心市街地活性化基本計画策定本部会議（各課長等） 

 

 

 

 

 まちづくり川俣 
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（7）具体的な施策、事業（案）の整理 
  ・実施内容、実施主体、実施地域、実施スケジュール等の具体案の整理・確定 
（8）計画の策定 
  ・川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会において、計画（案）を確認 
  ・計画（案）は、パブリックコメント、議会説明を経て、最終調整 
 
※計画策定の透明性を確保するため、川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会の議事録、 
会議資料等は公開する。 

 



中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

ワーキンググループ（WG）、事務局

●予算措置

●策定本部（各課等の長）設置準備

●策定委員会（民間委員等）設置準備

●策定方針（案）、スケジュール（案）作成

●業務支援コンサル選定（プロポーザル）準備、実施

●基本計画（案）作成

　・前計画検証準備、実施、とりまとめ（庁内検証）

　・アンケート調査準備、実施、とりまとめ（町民）

　・基本的な方針（案）の検討・整理

　・個別事業計画の検討・整理（庁内）

　・個別事業計画の検討・整理（商工業者等）　ワークショップ

　・個別事業計画の検討・整理（町民）　住民懇談会

　・個別事業計画の検討・整理（国・県）

●基本計画（案）調整・パブリックコメント

●基本計画（案）最終調整

策定本部

●策定方針、スケジュール確認

●業務支援コンサル選定（プロポーザル）要領確認

●前計画検証結果（案）確認

●アンケート調査結果（案）確認

●基本的な方針（案）の確認

●個別事業計画（案）確認

●基本計画（案）確認

●基本計画（案）最終確認

確認 確認 確認 確認 確認

策定委員会

●策定方針、スケジュール確認

●業務支援コンサル選定（プロポーザル）要領確認

●前計画検証結果確認

●アンケート調査結果確認

●基本的な方針の確認

●個別事業計画確認

●基本計画（案）確認

●基本計画最終確認

第1回会議 第2回会議 第3回会議 第4回会議 第5回会議

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

設置

設置

WG
作業

策定

設置
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企画提案方式による業務支援コンサルタントの選定 
 
1 企画提案方式とは 

業務委託先を選定する際に、公募または指名により複数の者から目的に合

致した企画を提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を選定する

方式をいう。 

  単に、業務遂行に要する価格の安い方を提示した者を選定すると、期待し

た成果が得られないことも危惧されることから、専門性を要する業務の場合

は、企画提案方式により業務委託先を選定することが多い。 

 
2 選定まで流れ 
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企画提案説明（企画提案事業者） 

審査会委員へ企画提案書送付 

企画提案書作成（企画提案事業者） 

企画提案を要請する事業者の選定 

委員の個別順位決定 

意見交換 

委託業者選定実施要領の制定 

審査会委員が各自評点評価 

順位点集計 

H25.1.25 制定（産業課） 

企画提案を受諾した事業者は 

企画提案書を作成・提出 

審査会委員 5名へ企画提案書を 

事前送付 

【  月 日審査会 】 

同種または類似の業務実績など 

から 4～5事業者を指名（産業課） 

事業者のプレゼンテーション 

評価項目（採点評価 100点満点） 

 

委員個々の意見発表・交換 

評点評価と意見交換をもとに 
順位付け 

順位点による成績順位 

業務委託事業者の選定 

選定事業者と業務委託契約を締結 



企画提案型支援業務委託業者選定審査会設置要領 
平 25 年 1 月 25 日 

産業課 
（設置） 
第 1 条 この要領は、川俣町が発注する川俣町中心市街地活性化基本計画策定支援

業務の委託に係る業務委託業者の選定において、その審査及び評価を厳正かつ公

平に行うため、企画提案型支援業務委託業者選定審査会（以下「審査会」という。）

を設置することを目的とする。 
（任務） 
第 2 条 審査会は、企画提案書の審査及び評価を行う。 
（組織） 
第 3 条 審査会の委員は、川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）の委員長、副委員長及び委員の中から委員長が指名する者

とし、5 名以内で組織する。 
（会長及び副会長） 
第 4 条 審査会に会長及び副会長を各 1 名置く。 
2 会長は、策定委員会委員長が務め、審査会を代表し、会務を総理する。 
3 副会長は、策定委員会副委員長が務め、会長を補佐し、会長に事故あるときは、

その職務を代理する。 
（会議） 
第 5 条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 
2 審査会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
（事務局） 
第 6 条 審査会の事務を処理するため事務局を置く。 
2 事務局は、川俣町産業課に置く。 
（その他） 
第 7 条 この要領で定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は会長が別に定

める。 
   附 則 
 この要領は、公布の日から適用する。 
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